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気候変動を踏まえた水災害対策の取組について

大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 資料
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○ 近年の水災害による甚大な被害を受け、施設能力を超過する洪水が発生するものへと
意識を改革し、氾濫に備える、「水防災意識社会」の再構築を進めてきた。

○ 今後、この取組をさらに一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化など
を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で対応する「流域治水」へ転換。

「流域治水」への転換

流
域
治
水

治水対策
を転換

従
来
の
治
水

防災・減災が主流となる社会「水防災意識社会」
の再構築

気候変動
社会動向の変化

（人口減少・Society5.0など）

河川、下水道、砂防、海岸等
の管理者主体のハード対策

役割分担を明確化した対策

河川区域や氾濫域において対策
を実施。

河川区域等が中心の対策

国・都道府県・市町村、企業・
住民など流域全体のあらゆる関
係者による治水対策

河川区域や氾濫域のみならず、
集水域含めた流域全体で対策を
実施。

あらゆる関係者の協働による対策

あらゆる場所における対策
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○河川、下水道、砂防、海岸等の管理者が主体となって行う治水対策に加え、集水域と河
川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流域の関係者全員が
協働して、①氾濫をできるだけ防ぐ対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害
の軽減、早期復旧・復興のための対策、を総合的かつ多層的に取り組む。

「流域治水」の考え方

集水域

貯留

氾濫域氾濫域

海岸管理者

河川管理者

下水道管理者

利水事業者

農業従事者

民間企業

公共交通機関

民間ビル

砂防

地域住民

2

①【氾濫をできるだけ防ぐための対策】
氾濫を防ぐ堤防等の治水施設や流域の貯留施設等
整備

②【被害対象を減少させるための対策】
氾濫した場合を想定して、被害を回避するための
まちづくりや住まい方の工夫等

③【被害の軽減・早期復旧・復興のための対策】
氾濫の発生に際し、確実な避難や経済被害軽減、
早期の復旧・復興のための対策
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①氾濫をできるだけ防ぐための対策

ためる 氾濫水を減らす

【さらなる堤防強化】
・越流・越波した場合であっても決
壊しにくい「粘り強い堤防」を目指
した堤防の強化を実施

・更なる堤防の強化に向け、継続的
な技術開発

【企業等の様々な関係者の参画と全国展開】

・利水ダム等の事前放流の本格化

・民間ビル等の貯留浸透施設の整備

・流域対策の拡充と全国展開

・遊水機能を有する土地の保全

【整備の加速】
・堤防整備や河道掘削、ダム、遊水地等の整備

流す

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

○ 流域全体で「ためる」対策、「ながす」対策、「氾濫水を減らす」対策、「浸水範囲を限定す
る」対策※を組み合わせ、整備を加速化。

○ 都市化が著しい河川で進めてきた流域の貯留対策を、全国に展開し、手段も充実。

○ 氾濫が発生したとしても氾濫水を少なくするために、堤防の決壊を防ぐ取組を推進。

・都市部の河川
流域を中心に、
雨水貯留浸透施
設の整備を実施。

・堤防決壊までの時間を少しで
も引き延ばすよう、堤防構造を
工夫する対策を実施。

・遊水地の整備、
ダムの建設・再生
を実施して治水容
量を確保。

・河川改修を上
下流・左右岸バ
ランスを考慮し、
下流から順次実
施。

対策のスピードアップ、多様な関係者が協働して実施、対策エリアの拡大

河川区域集水域

※P４において解説

越流・越波を想定した
堤防強化の取組を推進

3

河川区域 河川区域

（エリアの拡大）

（関係者の協働）

（関係者の協働）

（関係者の協働）

（エリアの拡大）
（関係者の協働）
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②被害対象を減少させるための対策

○ 流域全体で「水災害リスクがより低い区域への誘導・住まい方の工夫」、「浸水範囲の限
定」、「氾濫水を減らす」対策※を組み合わせ、対策を加速化。

○ 氾濫が発生しても、二線堤などにより、浸水の拡大を防ぎ、被害を最小限。

洪水に対する災害危険区域の指定や、建築規制の
取組はまだ事例が少ない。

水災害リスクがより低い区域への誘導
・住まい方の工夫

水災害リスクがより低い区域への誘導
・住まい方の工夫を推進

コンパクトなまちづくりにおいて防災にも配慮し、より
水災害リスクの低い地域への居住や都市機能を誘導。

水災害リスクがあるエリアで、建物をピロティ構造にす
るなど住まい方の工夫を推進

不動産取引時の水害リスク情報提供、保険・金融による誘
導の検討

浸水範囲の限定

二線堤、輪中堤など、氾濫水を制御し、氾濫範囲
を限定する取組はまだ事例が少ない。

盛土構造物の設置、既存施設の活用などによる
浸水範囲の限定を推進

二線堤の整備や自然堤防
の保全により、浸水範囲
を限定。

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

浸水想定区域の指定の推進とともに、リスク情報の空白
域を解消。

二線堤

輪中堤

二線堤

※P３において解説
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③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

・被害が大きい河川の洪水予測等や浸水想定区域の
提供
・市町村から情報による住民の避難行動
・水災害リスクの高い、地下街や要配慮者施設は避
難確保計画等を策定

避難体制を強化して命を守る

広範囲で
大規模な

災害が発生

リスク情報が公表
されているエリア
でも被害が発生

リスク情報の空白域
で災害が発生

浸水想定区域の指定の推進とともに、リスク情報の空白域
を解消。

民間ビルの活用や高台整備により、近傍の避難場所を確保

各地区における個人の防災計画の作成、防災情報の表現の
工夫

長時間予報や水系全体や高潮等の水位・予測情報を提供

発災による経済被害
の軽減に努める

より早期の復興のた
め水害保険や金融商
品の充実により、個
人の備えを推進

公共交通機関等の
インフラの被災により

経済被害が拡大

被害の広域化・長期化に
よる経済被害の

拡大が懸念

様々な民間企業など
の拠点と、
ネットワークを支え
る社会インフラを
一体的に浸水対策を
実施

より早期の復旧のた
めに、国などに加え、
民間企業に協力を求
める

こ
れ
ま
で
の
取
組

こ
れ
か
ら
の
取
組

被災後に早期復旧・
復興を目指す

5

大規模工場の浸水対
策など供給拠点の減
災対策を推進

発災後、国などが
中心となって被災
地の復旧・復興を
支援

○ 流域全体で「避難」、「経済被害軽減」、「早期復旧・復興」の対策を組み合わせ、被害を最小化。
○ これらの取組を推進するため水災害リスク情報を充実。
○ 様々な民間企業や社会インフラの一体的な浸水対策により経済被害を軽減する。
○ 被災しても早期復旧できるよう、流域の関係者が一体となった取組を強化。
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 被害対象を減少させるための対策

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ対策、②被害対象を減少させるための対策、
③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

「流域治水」の施策のイメージ

 氾濫をできるだけ防ぐ  被害の軽減・早期復旧・復興

集水域

（氾濫水を減らす）
「粘り強い堤防」を目指し
た堤防強化等
⇒ 国・県

（持続可能な河道の流下
能力の維持・向上）
河床掘削、引堤、砂防堰
堤、雨水排水施設等の整
備 ⇒ 国・県・市

（流水の貯留）
利水ダム等において貯留
水を事前に放流し洪水調
節に活用 ⇒ 国・
都・市・利水者

（雨水貯留機能の拡大）
雨水貯留浸透施設の整備、
田んぼやため池等の高度利
用 ⇒ 県・市、企業、住
民

（氾濫範囲を減らす）
二線堤の整備、自然堤
防の保全
⇒ 国・県・市

（リスクの低いエリアへ誘導・住
まい方の工夫）
土地利用規制、誘導、移転促進
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融による誘導の検討
⇒ 市、企業、住民

土地利用と一体となっ
た遊水機能の向上
⇒ 国・県・市

（避難体制を強化する）
長期予測の技術開発、リア
ルタイム浸水・決壊把握
⇒ 国・県・市

（経済被害の最小化）
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定 ⇒企業、住民

（被災自治体の支援体制充実）
官民連携によるTEC-FORCE
の体制強化⇒ 国・企業

（住まい方の工夫）
不動産取引時の水害リスク
情報提供、金融商品を通じ
た浸水対策の促進
⇒ 企業、住民

氾濫域

河川区域

河川区域

集水域/氾濫域

治水ダムの再生集水域
利水ダムの活用

貯留
移転

二線堤整備

遊水地

氾濫域
氾濫域

（土地のリスク情報の充実）
水害リスク情報の空白地帯解
消、多段型水害リスク情報を
発信 ⇒ 国・県

（氾濫水を早く排除する）
排水門等の整備、排水強化
⇒ 国・県・市等

堤防強化

貯留施設整備

田んぼ等
高度利用

土砂・流木の補足

61-8



様々な手法を組合せた水災害対策イメージ

1/5 1/10 1/30 1/50 1/100 1/200
洪水規模

被
害
規
模

大

小

気候
変動

現況

■河川における対策
国の対策内容 河道掘削、築堤、遊水地整備

高規格堤防整備、堤防強化対策等
※今後、関係機関と連携し、府県管理区間の河川改
修を追加予定気候変動により被害の増大が懸念される

■流域における対策のイメージ
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等）等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■ソフト対策のイメージ
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

【様々な手法を組合せた水災害対策】

社
会
経
済
活
動

時間

発災 社会的影響

事前の備えと被災直後の応急対策の充実により、復旧・復興を迅速化 71-9



既存ダムを活用した治水機能の強化イメージ

①増加の
スピードを
抑える

②ピークを遅らす

③ピークを下げる

時間経過

81-10
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大和川水系流域治水プロジェクトの枠組み（案）

大和川下流部大規模氾濫
に関する減災対策協議会

幹事会

大和川下流部
流域治水部会

構成：
大阪管区気象台長
大阪府都市整備部事業管理室長
大阪府都市整備部河川室長
大阪府政策企画部危機管理室長
大阪市長、堺市長、八尾市長、松原市
長、柏原市長、羽曳野市長、藤井寺市
長、東大阪市長
大和川右岸水防事務組合事務局長
国土交通省近畿地方整備局大和川河川
事務所長

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括

本部長※

大阪市高速電気軌道株式会社 執行役員
（鉄道事業（統括部・安全推進部・計画部）

担当）※
近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部

施設部長※

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部
工務部 工務部長※

阪神電気鉄道株式会社 都市交通事業本
部工務部長 ※

阪堺電気軌道株式会社 常務取締役※

※ 今後鉄道事業者が参画予定

構成：
大阪府都市整備部河川室長
大阪市長、堺市長、八尾市長、松原市長、柏原
市長、羽曳野市長、藤井寺市長、東大阪市長
近畿地方整備局大和川河川事務所長

規約上の枠組み
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大和川水系流域治水プロジェクトの枠組み（案）

大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会
大和川下流部流域治水部会

幹 事 会

減災協
担当者会議

流域治水部会
担当者会議

同日開催

会議運営

構成：
近畿地方整備局（大和川河川事務所）
大阪管区気象台
大阪府（危機管理担当部局、水防担当部局）
市（危機管理部局）

構成：
近畿地方整備局（大和川河川事務所）
大阪府（河川部局）
市（下水道部局、都市計画部局、土木部局等を予定）
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大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

規約の改定内容。 

○第３条 ４項（追加）協議会は、必要に応じて第１項

の協議会構成員の一部からなる部会を設置し、協議会

の実施事項の一部を行うものとする。 

○第４条 ５項（修正） 事務局は、第２項によるもの

のほか、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学

識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

○大和川下流部流域治水部会規約の追加 

その他 

○組織変更 

○鉄道事業者との連携強化 

西日本旅客鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

大阪市高速電気軌道株式会社 

南海電気鉄道株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

阪堺電気軌道株式会社 

   の参画による改訂。別表１、別表２の改訂、追加 
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大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会議は、大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」）とす

る。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことを踏ま

え、河川管理者、府、市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進することにより、大和川下流域において氾濫が発生するこ

とを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的と

する。 

尚、本協議会は水防法第１５条の９により組織する協議会である。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部からなる部会を設置し、協議会の

実施事項の一部を行うものとする。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整

を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経

験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携

して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するた

めに各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、

共有する。 

三 毎年、出水期前に協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況

を確認する。また、堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 
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なお、その他には、要配慮者利用施設、高齢者避難、ダム及びため池の管理施設並びに土

砂災害対策等を担当する各部署の減災の取り組み実施状況報告を含めるものとする。 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議

会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものと

する。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項に

ついては、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

 本規約は、平成２８年４月１３日から施行する。 

 本規約は、平成２９年８月２８日から施行する。 

本規約は、令和元年８月１日から施行する。 

本規約は、令和２年７月３０日から施行する。 
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                                                       別表１ 

 

大阪管区気象台長 

大阪府政策企画部危機管理室長 

大阪府都市整備部事業管理室長 

大阪府都市整備部河川室長 

大阪市長 

堺市長 

八尾市長 

松原市長 

柏原市長 

羽曳野市長 

藤井寺市長 

東大阪市長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部長 

大阪市高速電気軌道株式会社 執行役員（鉄道事業（統括部・安全推進部・計画部）担当） 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部 工務部長 

阪神電気鉄道株式会社 都市交通事業本部 工務部長 

阪堺電気軌道株式会社 常務取締役 

大和川右岸水防事務組合事務局長 

近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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                                                       別表２ 

 

大阪管区気象台気象防災部気象防災情報調整官 

大阪府政策企画部危機管理室防災企画課長 

大阪府都市整備部事業管理室事業企画課長 

大阪府都市整備部河川室河川整備課長 

大阪市危機管理室危機管理課長 

大阪市建設局企画部工務課長 

堺市危機管理室防災課長 

八尾市危機管理課長 

松原市市長公室危機管理課長 

柏原市政策推進部危機管理課長 

羽曳野市市長公室危機管理室長 

藤井寺市危機管理室長 

東大阪市危機管理室次長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 安全推進室担当室長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部 工務課長 

大阪市高速電気軌道株式会社 鉄道事業本部安全推進部危機管理課長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部 工務課長 

阪神電気鉄道株式会社 都市交通事業本部 工務部 施設課長 

阪堺電気軌道株式会社 技術課長 

大和川右岸水防事務組合総務課長 

国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所副所長 
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大和川下流部流域治水部会規約 

 

（設置） 

第１条 大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約第３条第４項に基づき「大和川下流部

流域治水部会」（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 本部会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の

激甚化・頻発化に備え、大和川下流部において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を

軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的

とする。 

 

（部会の構成） 

第３条 部会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 部会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、部会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の職にあ

る者以外の者（学識経験者等）の参加を部会に求めることができる。 

 

（部会の実施事項） 

第４条 部会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 大和川下流部で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治水プロ

ジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（部会資料等の公表） 

第５条 部会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表

することが適切でない資料等については、部会の了解を得て公表しないものとする。 

２ 部会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表する

ものとする。 

 

（事務局） 

第６条 部会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所が行う。 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項については、

部会で定めるものとする。 
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（附則） 

本規約は、令和２年７月３０日から施行する。 
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別表１ 

 

大阪府都市整備部河川室長 

大阪市長 

堺市長 

八尾市長 

松原市長 

柏原市長 

羽曳野市長 

藤井寺市長 

東大阪市長 

近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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「水防災意識再構築ビジョン」に基づく 

大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る 

取組方針（案）の内容について 
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川下流部 大規
模氾濫域の減災に係る取組方針（案）の内容について 
 
（経緯） 
・ 平成３１年１月２９日付けの「水防災意識社会」の再構築
に向けた緊急行動計画の改定により令和元年８月の第５回
大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会で 取組
メニューを追加提案。 

 ・令和元年８月から令和２年２月の間、担当者会議を経て各機
関において、取組メニューの内容、実施項目を検討。 

 ・令和２年６月１７日、幹事会で集約。本協議会実施後に、方
針を確定予定。 

    
各機関は取組方針の基、防災教育や防災知識の普及、水防
活動、要配慮者利用施設の避難計画作成の強化など、多数の
取組内容を各機関が目標を定め、減災に取組、取組状況の共
有を図っているところです。 
今後、フォローアップを行う中で、引き続き、実施項目の
内容、進捗状況の確認、達成時期の目標の見直し等行います。 

  
（実施項目促進について） 
   要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び訓練につい
ては、未作成、未実施のところは早期に実施するとともに、
作成済みのところも再度の点検お願いします。 

  （熊本県球磨村特養老人ホームの事例を受けて）   
  （九州各地に大きな被害をもたらした豪雨の影響で死亡し、

身元が判明した福岡、熊本、大分の３県の５３人のうち、
９割弱の人が６５歳以上の高齢者） 

 
  詳細は幹事会で情報共有。（別冊 参考資料１） 
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機関ごとの具体的な取組 

 

（平成 31 年 4月～令和 2年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 7月 30 日 
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令和元年度  機関ごとの具体的な取組 

 

各機関とも、地域住民、自主防災組織と連携した避

難訓練の実施、出前講座による防災学習の実施、各部

署、広域からコミュニティー毎に適したタイムライ

ンの作成、見直し、要配慮者利用施設における避難計

画作成のための職員、管理者への支援、防災訓練等の

多様な取組をしていただいた。 

 

 詳細は幹事会で取組内容を共有。（参考資料３） 
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各市等の取組状況

番号 機　　　関　　　名 取組状況

1 大阪市 地域住民の避難訓練及び防災学習

2 堺市 部局間連携の強化及び各区における関係機関との連携強化によるタイムラインの更新

3 八尾市 八尾市総合防災訓練

出前講座

講習会プロジェクト

5 柏原市 水災害教育の実施

6 羽曳野市 防災講演会

7 藤井寺市 水災害意識の啓発

8 東大阪市 要配慮者利用施設に向けた水害時の行動に関する講習会の開催

9 大阪府 おおさかタイムライン防災プロジェクト

「危険度分布」やハザードマップ等の一覧性の改善

「危険度分布」の通知サービス

重要水防箇所合同巡視

近畿地方整備局河川部と大和川河川事務所で水防演習を開催

12
大和川右岸

水防事務組合
同上

大和川河川事務所11

松原市4

10
大阪管区
気象台
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令和２年度の重点的取組（案）

第６回 大和川下流部
大規模氾濫に関する減災対策協議会
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目 次

１．円滑かつ迅速な避難に関する事項

①新型コロナ感染症を踏まえたホットラインの充実（オンライン防災）

②市町村に伝達する河川情報の内容及びタイミング（府県含む）
（洪水予報、緊急速報メール、水位予測、危機管理型水位計、河川監視カメラ 等）

２．平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

避難の理解力向上に向けて
⇒各市町村の避難行動判定フローにつながる洪水浸水想定の詳細情報

３．被害軽減、氾濫水の排除等に関する事項

①危機管理型ハード対策等の緊急治水対策の取組状況

②排水施設、排水資機材の運用等
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１．円滑かつ迅速な避難に関する事項
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大和川
佐保
川

曽我
川

柏原 板東 番条 保田

5.10 4.10 3.20 5.20

4.50 3.50 2.70 4.00

3.20 3.00 2.40 3.00

1.50 2.00 1.00 2.00

基準水位（m）

水防活動開始

資材の点検等、水防活
動の準備を始める

いつでも出動できる
ように待機

逃げ遅れた場合は
身近の少しでも
高い・頑丈な建物へ

とるべき避難行動避難情報
（関係自治体）

安全を確保できる
場所へ速やかに避難

避難の準備を開始
（要配慮者は避難開始）

「川の防災情報」や
テレビから情報収集

⑤氾濫発生

②氾濫注意水位
氾濫の発生を注意する水位

③避難判断水位
避難準備情報発表の
目安となる水位

④氾濫危険水位
氾濫するおそれのある
水位

①水防団待機水位
水防団が待機する目安となる水位

警戒レベル5相当情報
氾濫発生情報

避難勧告
避難指示（緊急）

避難準備・
高齢者等
避難開始

警戒レベル3相当情報

氾濫警戒情報

警戒レベル2相当情報
氾濫注意情報

水防警報の発令
（国土交通省）

水防団への指示
（市町村）

洪水予報
（国土交通省・気象庁が

共同発表）

①-3水防警報（出動）

①-2水防警報（準備）

①-1水防警報（待機）

水防団出動指示

水防団出動準備指示

水防団待機指示

水防活動
（水防団）

警戒レベル4相当情報

氾濫危険情報

災害発生情報

例）高齢者等
避難準備

水位
河川の状況

・洪水予警報の伝達
・ホットライン

１-① 新型コロナ感染症を踏まえたホットラインの充実
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１-① 新型コロナ感染症を踏まえたホットラインの充実
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１-① 新型コロナ感染症を踏まえたホットラインの充実

・現在、各市町長と大和川河川事務所長との
電話でのホットラインは確立されている。

・首長の水害時の避難判断を支援する形と
なっている。

・ オンラインシステムを通じて、同じ河川情報を共

有しながら河川管理者から各首長へより的確な助
言を行うことができる。

・オンラインシステムを活用し、大和川河川事務所長
と複数の関係首長間の情報共有を図り、早期に水害
時の適切な体制を構築する。

助 言

情報提供

市
長

国土交通省

川内川河川事務所長情報交換

市
長

国土交通省

川内川河川事務所長

助 言

情報交換

情報共有
ツール

情報共有

ツール
情報共有

ツール

情報共有

ツール

情報共有の方法②情報共有の方法①
強 化

〇新型コロナウィルスの感染予防下における円滑かつ迅速な避難を支援するため、従来より早いタイミングで沿川市
町等に分かりやすい河川情報等の提供・解説するため、オンラインシステムを活用してホットラインを強化する。

現状

複数首長
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目的

河川情報共有サイト

 

気象情報 避難情報

危険度分布 地点⾬量

河川水位 河川カメラ

ホットラインに必要な情報を一元化し、
ワンクリックでアクセスできるサイトを構築

⾃治体  円滑 情報共有 図       

必要な情報を一元化

１-② 大和川情報共有サイトについて （大和川情報共有サイトとは）
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①メニュータブ

③府県別情報共有ページアイコン

マップ（流域図）上のアイコンをクリックするとその地点の情報
（水位観測所、⾬量観測所、CCTV）をワンクリックで確認で
きます。

⼤阪府 奈良県 府県別  複数の情報を一画面で確認するこ
とができるページにとびます（⇒次頁参照）。

②⼤和川流域   

クリック

⼤和川に関する情報を一元化しています。気象情報や河川情報などに
簡単にアクセスすることができます。

③

②
①

クリック

トップ画面

１-② 大和川情報共有サイトについて（大和川情報共有サイトの概要）
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トップ画面右上の府県別アイコン（左図）から、府県別情報共有ページを開くことができます。⼤阪府のボタンを押
  ⼤阪府内 観測所 奈良県     押  奈良県内 観測所 表⽰     

③表⽰    切 替 
表⽰      切 替  
閲覧したいデータや6画面の構成をカスタマイ
ズすることが可能です。

②その他の関連情報
サイトリンク

国⼟交通省 気象庁 関連情報
のサイトへ簡単にアクセスできます。

① ②
③

①デフォルト画面
 総合情報  河川⽔位  地点⾬量 
「河川カメラ」の４種類のデフォルト画面
から選択できます（⇒P4 7参照）。

④地点切 替 

「河川⽔位」、「地点⾬
量   河川     観測
地点 変更     

④

１-② 大和川情報共有サイトについて（府県別情報共有ページの概要）
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「河川水位」
デフォルト画面 「河川⽔位」では、複数の⽔位観測所がデフォルトで表⽰されます。

１-② 大和川情報共有サイトについて（デフォルト画面）
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２．平時からの住民等への周知・教育・
訓練に関する事項
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出典）「令和元年台風第19 号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」（令和元年台風第19 号等による災害からの避難に関するワーキンググループ）資料より

２ 避難の理解力向上に向けて
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【①浸水想定区域内居住者数】
＝②＋③

居住形態、居住階層によらず、

浸水区域内に居住している人口

【②在宅避難者数】
家屋倒壊等氾濫想定区域外かつ

浸水深以上で浸水しない居室を

有する人口

【③在宅避難困難者数】
家屋倒壊等氾濫想定区域内、

または家屋倒壊等氾濫想定区

域外でも全居室が浸水する恐れが

ある人口

○的確な避難行動につなげていくため、洪水浸水想定区域図の詳細資料を大和川でも提供していく。

２ 避難の理解力向上に向けて

次頁に続く
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【④一時避難後帰宅可能者数】
家屋倒壊等氾濫想定区域外であり、

全居室が浸水するが、浸水継続時間

が3日未満の区域内である人口

【⑤要救助者数】
家屋倒壊等氾濫想定区域外であり、

浸水深以上で浸水しない居室を

有するが、浸水継続時間が3日以上

の区域内である人口

２ 避難の理解力向上に向けて

分散避難計画策定の検討フロー（案）及び分散避難者の

概数把握（近畿地方整備局 河川部、Ｒ2.5.27）

大和川洪水浸水想定区域図（大阪府 摂津市の例）

【凡例】

：見出しの条件に該当する箇所

：自宅避難が成功する箇所

：長期滞在の分散避難が必要な箇所

4-14



３．被害軽減・氾濫水の排除等に
関する事項
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３-① 洪水による災害の発生を防止･軽減するために

大和川における治水の現状と課題及び治水対策の基本的な考えを踏まえ、戦後最大洪水である昭和57年
(1982年)8月洪水と同規模の洪水を安全に流下させるために河川整備を行います。整備内容については、環
境調査や埋蔵文化財の調査結果等を踏まえて、施工期間、施工方法に十分配慮し実施していきます。
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決壊から1日後に
30台到着

4日程度減少

排水作業による効果の評価

凡例

大和川右岸3.0K決壊時
（想定最大規模降雨）の

排水作業準備計画図（詳細図）

：排水ポンプ車なし
：排水ポンプ車あり

○ 大和川河川事務所では、災害時に全国から派遣される排水ポンプ車を円滑に誘
導するために、他事務所・他地方整備局からのアクセスルートや集結場所、配置
場所を整理。

○ 大和川右岸3.0K決壊時（想定最大規模降雨）に、排水ポンプ車30台が1日後に到
着した場合、大阪市の浸水継続時間は4日間程度短くなることが想定。

３-② 排水施設、排水資機材の運用等 H30年7月豪雨では関東、東北、
中部地整等より排水ポンプ車が

派遣された。

全国から派遣される排水ポンプ車を
円滑に誘導するためのアクセスルート
や集結場所を整理
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今後の減災協議会及び幹事会の開催スケジュール（予定）
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今後の減災協議会及び幹事会の開催スケジュール（予定）

令和２年６月17日 第６回幹事会
・減災協議会に諮る内容の確認
・取組方針改定（案）
・R元年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和２年７月30日 第６回減災協議会
・規約改定（流域治水部会の設置他）
・取組方針改定（案）
・R元年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和２年９月頃
減災協議会 担当者会議

・R２年度 取組状況の確認等フォロー
アップ

令和３年２月頃 第７回幹事会
・協議会に諮る内容の確認
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ
・大和川水系流域治水プロジェクト策定について

令和３年３月頃 第７回減災協議会・第１回流域治水部会 合同開催
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ
・大和川水系流域治水プロジェクト策定について

令和２年８月～
流域治水部会 担当者会議

・流域治水プロジェクト（案）策定に
ついて
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく 

大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針 

 

 

 

 

令和２年７月３０日 

 

大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 
大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、 

大和川右岸水防事務組合、大阪府、大阪管区気象台、 
国土交通省近畿地方整備局 

 
 

本取組方針（案）について、各機関は、地域の 
実情等に応じて必要な取組を実施するものとします。 
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１．はじめに 
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊す
るなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生した。
また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の
孤立者が発生した。 
 
このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成
27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につい
て～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申さ
れた。 
 
国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジ
ョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109
水系、730 市町村）において、水防災意識社会を再構築する協議会を新たに設置
して減災のための目標を共有し、令和 2 年度を目処にハード・ソフト対策を一
体的・計画的に推進することとした。 
 
大和川下流部では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、地
域住民の安全安心を担う沿川８市（大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、
羽曳野市、藤井寺市、東大阪市）、２水防事務組合（大和川右岸水防事務組合、
泉州水防事務組合（平成 28 年 12 月解散））、大阪府、大阪管区気象台、近畿地
方整備局で構成される「大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」を
平成 28 年 4月 13 日に設立した。 
 
その中で、大和川下流部沿川は、JR 大和路線や近鉄大阪線等の鉄道や、阪神
高速堺線・松原線をはじめ近畿自動車道、阪和自動車道、国道 25 号等の基幹交
通施設に加え、河口部には堺泉北港や大阪港等の阪神工業地帯の中枢港湾が位
置し、陸海交通の要所となっており、大阪市や堺市をはじめとした近畿地方の
行政・産業の主要機能の集積地域である。 
 
大和川下流部では、昭和 57 年台風 10 号により、西除川等が合流する付近で
計画高水位を超過し、大規模な浸水が発生した。本協議会では、この時の教訓
や、その後各地で頻発している洪水の教訓を踏まえ、「避難・防ぐ・回復」とい
ったことに主眼をおいた取組方針を策定した。 
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その後発生した平成 30 年 7 月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫
や土石流等が発生し、200 名を超える死者・行方不明者と多くの家屋被害に加え、
ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生し
た。 
 
平成 30 年 7 月豪雨災害を受けて社会資本整備審議会の答申では、関係機関の
連携によるハード対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活用し、多く
の関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害にも多層的に備え、 
社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきである、と
されている。 
 
国土交通省は、これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行
動計画を平成 31 年 1 月 29 日に改定した。具体的には、人的被害のみならず経
済被害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、災害時の実
際に行動する主体である住民の取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、
さらにそれらの複合的な災害への対策強化等の観点により、緊急行動計画の取
組を拡充した。 
 
今後、本協議会は、毎年出水期前に開催して、取組の進捗状況を確認すると
ともに、必要に応じて取組方針を見直していく。また、実施した取組について
も訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うことと
する。 
なお、本取組方針は、本協議会規約第 5条に基づき作成した。 
※本取組方針は、大和川・石川の直轄管理区間を対象としたものである。 
※本協議会で対象とする「大和川下流部」は、奈良県との境界である亀の瀬
狭窄部から河口部までの大阪府域をいう。 
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２．本協議会の構成員 
本協議会の参加機関及び構成メンバーは以下のとおりである。 

参 加 機関 構成メンバー 

大阪市 
堺市 
八尾市 
松原市 
柏原市 
羽曳野市 
藤井寺市 
東大阪市 
大和川右岸水防事務組合 
大阪府 
〃 
〃 
大阪管区気象台 
近畿地方整備局 

市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
事務局長 
都市整備部事業管理室長 
都市整備部河川室長 
政策企画部危機管理室長 
台長 
大和川河川事務所長 

※平成 28 年 12 月に泉州水防事務組合解散 
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３．大和川の概要 
大和川は、水源を笠置山地に発して初瀬川渓谷を下り、奈良盆地周辺の山地
より南流する佐保川、秋篠川、富雄川、竜田川、北流する寺川、飛鳥川、曽我
川、葛下川等の大小の支川を合わせながら西流する。その後、大阪府と奈良県
の府県境にある亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り、和泉山脈を水源とする左
支川石川、東除川、西除川を合わせ、浅香山の狭窄部を通過し、大阪湾に注ぐ
幹川流路延長 68km 、流域面積 1,070km2 の一級河川である。 
 
下流部の大和川は、柏原地点から北上し淀川と合流していたが、柏原市役所
付近から下流は 1704 年に付け替えられた人工河川で、流路を西向きに付け替え
られたため、大阪平野の高い位置を流れている。 

 
大和川下流部は著しい天井川であり、右岸側の堤防が決壊した場合の氾濫域
は広範囲に拡散する。また、左岸側は貯留型の氾濫形態となり、浸水深が大き
いといった特徴がある。氾濫域には人口・資産が集積し、一度堤防が決壊する
と大都市部が広範囲に浸水し、甚大な社会経済被害を及ぼす等、水害リスクが
極めて大きい。 
 
昭和 57 年（1982 年）には、8 月 2 日に柏原地点において約 2,500m3／sec の
流量を記録した戦後最大となる洪水が発生した。大和川本川では、1日から 3日
にかけて、藤井付近や支川西除川合
流付近では計画高水位を超えたほか、
奈良県や大阪府内の支川のはん濫や
内水浸水の発生により、21,956 戸の
家屋が浸水する等の被害が生じた。 
 
大和川下流部の治水対策は、河道
掘削・堤防等の整備を実施している。  
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４．現状の取組状況と課題 
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、多数の孤立者が発生する要因の一つとな
った避難勧告等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、ま
た土のう積み等の水防活動が十分に出来なかったことは、これまでの水害対策
に課題があることを浮き彫りにした。 
大和川下流部において、戦後最大規模の昭和 57 年台風 10 号の他、各地で頻
発している洪水の教訓及び、参加機関が現在実施している主な減災に係る取組
状況から見えてきた主な課題の概要は以下のとおりである。 
 
【避難】 
避難経路の周知や広域避難に向けた調整、要配慮者利用施設の避難対策等が
十分でないことが挙げられ、広範囲の浸水に対し住民等が主体的に避難行動す
るため取組を充実させる必要がある。 
 
【防ぐ】 
大和川下流部において、戦後最大となる昭和 57 年洪水と同規模洪水を安全
に流すことを目的として、順次堤防整備等を実施しているが、被害拡大を防ぐ
といった観点では、計画堤防断面に満たない区間が存在することや、水防団（消
防団）等との情報伝達の訓練が十分でない等といった水防活動に関わる課題が
挙げられる。これら課題への対応を通じて、住民等の避難時間を一秒でも確保
する取組が必要である。 
 
【回復】 
大規模な洪水氾濫による経済への影響が極めて大きいことから、現状の状態

に早期に回復させるため、氾濫水を円滑かつ迅速に排水するための検討や、大
規模工場等への水害対策等の啓発活動への対応が課題となっている。 
 
以上の課題を踏まえ、大和川下流部の大規模水害に備えて「避難・防ぐ・回
復」に対する具体的取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を
目指すものである。 
  

参考1-8



6 
 

参加機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題の詳細は、以下のと
おりである。 
 
（１） 情報伝達等に関する事項 
 

現状：○、課題：● 
アルファベット(A,B,C 等)：課題の整理記号 
 

項目 現状(○)と課題(●) 

想定される浸水リスクに 
ついて 

○大和川水系の直轄管理区間において、想定
最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や
家屋倒壊等氾濫想定区域を大和川河川事務
所のＨＰ等で公表（公表河川：大和川、佐
保川、曽我川）している。 

 

●洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫
想定区域に対する住民の理解や、住
民等に対する周知が十分でない。 

 

A 

避難勧告等の発令基準に 
ついて 

○避難勧告等の発令基準を避難勧告等の判
断・伝達マニュアル等に定め、その内容に
基づき発令している。 

 

●避難勧告等の発令基準の住民等に対
する周知が十分でない。 

 
B 

●避難が夜間の場合、避難中の災害や
事故等が懸念される。 

●空振りの避難勧告等が多発した場合
に信憑性が薄れ、避難率の低下が懸
念される。 

 
 
 
 

C 

凡例 
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項目 現状(○)と課題(●) 

避難場所、避難経路の指定に
ついて 
 

○避難場所の住民等への周知は、防災マップ
やハザードマップに記載し、住民に配布し
ている。 

○一部の自治体は、避難経路を防災マップや
ハザードマップに記載している。 

●ハザードマップは配布されている
が、見られていない家庭もあり、避
難場所の周知が十分でないことが懸
念される。 

●避難場所を指定されている自治体に
おいても、避難経路が指定されてい
ない場合がある。 

D 

広域避難について 
 

○同一府内の他の市町村の区域における一時
的な滞在を考慮した広域避難計画が具体化
しているのは一部の自治体に留まってい
る。 

○ただし、広域避難について近隣市と調整し
ている自治体も多い。 

●避難場所や避難所までのルートが浸
水（外水氾濫水または内水氾濫水に
より）する。 

●一部の自治体では、近隣市との調整
についても実施に至っていない。 

 

E 

住民等への情報伝達の方法に
ついて 

○伝達方法としては、自治会組織（自治会長）
への連絡、エリアメール、WEB、防災行政無
線、広報車の利用及び、ラジオテレビ等報
道機関への協力要請等が実施されている。 

●WEB などにより情報提供を実施して
いるが、住民等に対し切迫感が伝わ
っていない。 

●防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁
流の音で聞き取れない恐れがある。 

●防災情報が高齢者に伝わっていな
い。 

F 
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項目 現状(○)と課題(●) 

避難誘導体制について 
 
 

○市職員、消防団員、警察署、自主防災組織
が連携して、避難誘導を行っている。 

○避難行動要支援者に対しては、地域住民、
自主防災組織等と連携し、避難誘導を行っ
ている。 

●避難者の高齢化に配慮した避難計画
となっていない。 

●夜間などの避難勧告等発令時期のタ
イミングが難しい。 

●要配慮者利用施設等の避難誘導体制
の整備が必要。 

 

G 

要配慮者利用施設（社会福祉
施設、学校、医療施設等防災
上配慮を要する者が利用する
施設）の避難対策について 
 

○一部の施設所有者・管理者は、避難計画を
作成している。 

 

●避難計画に基づく避難訓練を実施し
ている施設所有者・管理者は少ない。 

●円滑かつ迅速な避難を実現するた
め、避難計画を作成していない施設
所有者・管理者へ情報提供し、作成
の拡大が必要。 

 

H 

避難訓練の実施について 
 

○避難場所までの避難訓練を実施している自
治体が多いが、大和川の氾濫被害を対象に
訓練を実施している自治体は少ない。 

 

●ハザードマップをもとに大和川の氾
濫被害を対象とした訓練を継続的に
実施することが必要。 

 

I 

災害教育について 
 

○小中学校や地域を対象に水災害教育を実施
している。 

●住民の防災意識・知識は十分でなく、
水災害教育の取り組みの充実・継続
が必要。 

J 
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項目 現状(○)と課題(●) 

まるごとまちごとハザードマ
ップについて 

○半数の自治体での設置に留まっている。 

●訓練での活用が十分でない。 
●図上だけでなく現地において浸水
深・避難場所等を事前に知らせてお
くことが重要であり、広報活動によ
る周知や、さらなる整備の推進が必
要。 

K 

避難に関する啓発活動に 
ついて 

○広報を実施したり資料を作成し、周知して
いる。 

●水防災意識の伝承が必要。 
●防災に関して関心が低い人に対する
効果的な啓発活動が十分でない。 

 

L 

市庁舎等の災害時における 
対応 

○堤防の決壊等に対し、代替の執務場所を確
保している。 

●大規模氾濫時に市役所等災害基地が
水没すると機能が低下する。 

●一部の災害拠点病院が浸水想定区域
内にある。 

 

M 

大規模工場等への浸水リスク
の説明と水害対策等の啓発活
動について 
 

○一部では浸水リスク等の説明、努力義務に
ついて啓発している自治体もあるが、多く
の自治体で実施に至っていない。 

●地域経済に多大な影響を及ぼす大規
模工場等への水害対策等の啓発活動
が十分でない。 

N 
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（２） 水防に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

水防団（消防団）等との情報
共有について 

○ほとんどの自治体は、水防団等との情報共
有をしている。 

●伝達訓練をしている自治体は半数程
度に留まっている。 

●情報伝達の訓練を含む情報提供の継
続性が必要。 

●出動初期体制の混乱や連絡体制の不
備により水防活動が遅れる恐れがあ
る。 

●担当エリアに隣接する地区との重要
水防箇所に関する情報・認識が不十
分。 

 

O 

水防体制 ○半数以上の自治体が水防倉庫だけでなく、
水防倉庫以外にも水防活動に必要な資機材
を備蓄している。 

●資機材の充実が必要。 
●水防資材の点検管理の徹底（資材補
充等の的確性）が必要。 

 

P 

○半数程度の自治体において、水防団等を含
む関係機関が連携した実働水防訓練を実施
している。 

●訓練が定期的に毎年実施されていな
い自治体が多く、継続性の確保も課
題。 

 

Q 

○一部の自治体で団員募集、河川に近接する
企業に協力要請している。 

●水防団（消防団含む）構成員の高齢
化が進んでいる。 

●自主防災組織の組織率が低い。 
 
 

R 
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項目 現状(○)と課題(●) 

河川水位等に係る情報提供に
ついて 

○市のホームページ等に大和川の河川水位等
をリアルタイムで見られるように大和川河
川事務所ＨＰの「リアルタイム観測情報マ
ップ」又は国土交通省ＨＰの「川の防災情
報」とリンクを貼っている。 

●ライブ映像をホームページで提供し
ているが、箇所は限られており、各
市の防災対策や住民の避難行動の判
断に必要な箇所に対して十分でな
い。 

●基準水位観測所の対象区間が広範囲
であるため、優先的に水防活動を実
施すべき箇所の特定・共有が難しい。 

S 
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（３） 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

氾濫水の排水について 
 

○外水氾濫水を排水するポンプ施設はない。 
○半数程度の自治体が氾濫水を迅速に排水す
るため、排水のための計画が必要と考えて
いる。 

 

●内水排水のポンプ施設はあるが、外
水氾濫水を排水するポンプ施設がな
い。 

●排水計画がなく、円滑な排水実施上
の課題がある。 

●決壊を伴う大規模氾濫時等における
排水機場等の操作に関わる情報が関
係機関に共有されていない。 

●既存内水排水ポンプ施設等の活用の
課題がある。 

●排水路、排水施設等に係る情報が関
係者間で共有されていない。 

T 

 
（４）河川管理施設の整備に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

排水施設の耐水化について ○半数程度の自治体が排水ポンプ場等の排水
施設において耐水化（門扉等の水密化など）
を図っている。 

●耐水化されていない施設がある。 
 

U 

堤防等河川管理施設の現状の
整備状況 

○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績な
どから、河川改修を実施してきている。 

●計画堤防断面に対して、高さや幅が
不足している区間や、浸透・侵食に
対して安全性が確保されていない区
間があり、洪水により氾濫する恐れ
がある。 

●河川改修の完了には時間、費用を要
する。 

V 
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５．減災のための目標 
 
円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速
な氾濫水の排水等の対策を実施することで、各参加機関が連携して
令和 2年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 
 
 

【５年間で達成すべき目標】 

近畿最大の大阪都市圏に拡散する大和川下流部の大
規模水害に対して、「迅速、的確かつ主体的な広域避
難」と、「水害に強い都市への再構築」を目指す。 

 
 
 
 

【目標達成に向けた３本柱】 
上記目標達成に向け、大和川下流部において戦後最大となる昭和
57 年洪水と同規模洪水を安全に流すことを目的として、河川管理者
が実施する堤防整備等の洪水を河川内で安全に流す対策に加え、以
下の項目を３本柱とした取組を実施する。 

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主
体的な広域避難行動のための取り組み 

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水
防活動実現への取り組み 

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回
復を可能とする水害に強い都市の再構築
のための取り組み 
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６．概ね５年で実施する取組 
氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意
識社会」を再構築することを目的に、各参加機関が取り組む主な内容（取組項
目・目標時期・取組機関）は次のとおりである。 
 
 
 
 
１）洪水を河川内で安全に流す対策 
 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策に関
する事項 
・遠里小野地区の堤防整備 
・長吉川辺地区の侵食対策 
・太田地区の侵食対策 
・国分市場地区の堤防整備 
 

V 

 
 
令和 2年度 
令和 2年度 
令和 2年度 
平成 28 年度 

 
 
近畿地整 

・重要インフラの機能確保 
 
【下水道・国・都道府管理河川】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、近年、浸水実績があり、
病院、市役所など生命や防災上重要な施設の浸水が想
定される地方公共団体及び河川において、近年の主要
降雨等による重要施設の浸水被害を防止軽減するた
め、雨水排水施設の整備や河川改修等の対策を概ね完
了。 
○予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効率的な
内水排除方法を関係機関で連携して検討し、順次実
施。 
【下水道】 
○浸水対策に関する取組の好事例を収集し地方公共
団体へ情報提供するとともに、都道府県が行う講習会
等を通じ、地方公共団体への助言を実施。 
○各下水道管理者において、水害時における BCP の作
成を実施。 
○浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病院、上下水
道等の施設について、各施設管理者が実施する浸水被
害の防災軽減策の支援を推進。 

 

令和 2年度 大阪市、堺
市、松原市、
柏原市、羽
曳野市、藤
井寺市、東
大阪市 
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２）「1.（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動の
ための取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■避難勧告等の発令に着目したタイム
ラインの作成・更新・活用に関する
事項 
・避難勧告等の発令基準の設定 
 
・避難勧告等の発令基準の周知 
（HP での公開等） 

B 

 
 
 
引き続き実施 
 
平成 28 年度 

 
 
 
８市 
 
大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市 

・避難勧告等の発令に着目した 
タイムラインの作成・更新 

 
・タイムラインの作成・更新支援 

C 

引き続き実施 
 
 
引き続き実施 

８市 
 
 
大阪府、大阪
管区気象台、
近畿地整 

・タイムラインに基づく訓練の実施 

C 
G 
I 
M 

平成 29 年度 大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、大阪
府、大阪管区
気象台、近畿
地整 

・多機関連携型タイムラインの拡充 
 
【共通】 
○ゼロメートル地帯を含むエリアにおいて、公共交
通機関も参画したタイムライン策定に向けた検討を
実施。 
○主要な都市部を含むエリアにおいて、ブロック多
機関連携型タイムラインを順次展開。 

 

令和 2年度 大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、東大
阪市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■ハザードマップの作成・周知等に関
する事項 
・想定最大外力を対象とした浸水想定
区域図の策定・公表 

 
・想定最大外力を対象とした氾濫シミ
ュレーションの公表 

A 

 
 
平成 28 年度 
 
 
平成 28 年度 
 

 
 
近畿地整 
 
 
近畿地整 

・広域避難に向けた調整及び検討 
 
 

E 
平成 29 年度 
 
 

８市 

・広域避難を考慮したハザードマップ
への更新・周知 

 
D 
E 
I 

令和 2年度 大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市 

・まるごとまちごとハザードマップの
整備・更新・周知（訓練への活用） 

 
 

 
K 

令和 2年度 
 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、近畿
地整 

・避難場所並びに避難経路の指定・更
新及び周知 D 

引き続き実施 ８市 

・応急的な退避場所の確保 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○協議会等の場において、応急的な退避場所の必要
性について検討に着手。 
○新たに市町村が退避場所の整備等を行う場合に
は、３ヵ年緊急対策で発生する建設発生土を活用す
るなど、効率的な整備について検討・調整。 
○安全な避難場所への避難が困難な地域や住民が逃
げ遅れた場合の緊急的な避難先を確保する必要のあ
る地域において退避場所の整備。 
○洪水ハザードマップに記載されている民間施設等
を活用した緊急的な避難先の事例を収集し、調整内
容や協定の締結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。 

 

令和 2年度 堺市、八尾市、
松原市、柏原
市、羽曳野市 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・住民一人一人の避難計画・情報マッ
プの作成促進 
 
【国・都道府管理河川、砂防共通】 
○モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災
害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家によ
る支援方法について検討。 

 

令和 2年度 ８市 

・要配慮者利用施設の避難計画作成の
促進および避難訓練の促進支援 

G 
H 

平成 29 年度 ８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整、 

■防災教育や防災知識の普及に関する
事項 
・小中学校や地域を対象とした水災害
教育の実施 

A F 
B H 
C J 
L 

 
 
引き続き実施 
 

 
 
８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 
 

・水災害意識啓発の広報 
 
 

A H 
B L 

引き続き実施 
 

８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 
 

・共助の仕組みの強化 
【国・都道府管理河川共通】 
○市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉部局につ
いても、協議会等への参加や防災部局から当該協議
会等に関する情報提供を受けるなどにより情報共有
を実施。 
○協議会等の場を活用して、避難時の声かけや避難
誘導等の訓練及び出水時における実際の事例の情報
を共有し、より充実した取組を検討・調整。 
○要配慮者利用施設の避難における、地域との連携
事例を引き続き収集するとともに、収集した事例を
分析し、結果をとりまとめて公表。 
○地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成に
関する市町村の取組に対して専門家による支援を実
施。 
【国管理河川】 
○引き続き、地域包括支援センターにハザードマッ
プの掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連のパン
フレット等を設置。協議会毎に地域包括支援センタ
ー・ケアマネージャーと連携した水害からの高齢者
の避難行動の理解促進に向けた取組の実施およびそ
の状況を共有。 
 
 
 
 

 

令和 2年度 ８市 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■避難行動のためのリアルタイム情報
発信等に関する事項 
・同報系防災行政無線等の整備 

F 
 
 
引き続き実施 

 
 
８市 

・避難行動の判断に必要な河川水位に
関する情報提供（必要箇所の拡大、
大和川水位情報提供サイトのリンク
貼付等） 
 

S 

引き続き実施 ８市、大和川
右岸水防事務
組合、大阪府、
近畿地整 

・メール情報配信システムの構築、利
用登録促進 
 
 
・スマートフォン等を活用したリアル
タイムの情報提供ならびにプッシュ
型情報発信のための整備 
 

F 

引き続き実施 
 
 
 
引き続き実施 
 
 
 

松原市、羽曳
野市 
 
 
近畿地整 
 
 
 

・洪水予報文の改良と運用 
 

C 
F 

引き続き実施 
 

大阪管区気象
台、近畿地整 
 

・危険レベルの統一化等による災害情
報の充実と整理 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○危険レベル（警戒レベル）の導入に関し、洪水予
報警報及び水位周知の発表形式の見直しを行い、発
表情報の参考となる警戒レベルが分かる発表文にて
運用。 
○関係機関との連携のもと、各種防災情報における
住民自らの行動（避難準備や避難開始）のためのト
リガーとなる情報を明確化し、これらのトリガー情
報について適切なタイミングで緊急速報メールを配
信するための仕組みを構築。 
○水害・土砂災害に関する緊急速報メールについて、
緊急性とその内容が的確に伝わるよう、配信文例を
作成し関係者間で共有し、自治体にも周知。 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、これまで別々に管理
されてきた水害・土砂災害に関する情報を統合表示
するシステムによる情報提供を開始。 
【砂防】 
○危険レベル（警戒レベル）を踏まえた土砂災害警
戒情報を発表できるよう、参考となる発表文を見直
し、運用。 
 

 

令和 2年度 大阪管区気象
台、近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・洪水予測や河川水位の状況に関する
解説 
 
【国管理河川】 
○状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよう、
解説を行う際の体制や、解説のタイミングとその内
容等について整理。 
○出水時に、国土交通省職員等普段現場で災害対応
に当たっている専門家がリアルタイムの状況をテレ
ビやラジオ等のメディアで解説し、状況の切迫性を
直接住民に周知。 

 

令和 2年度 近畿地整 

・土砂災害警戒情報を補足する情報の
提供 
 
【砂防】 
○スネークライン※の公表等の土砂災害警戒情報を
補足する情報に関する先進的な取組事例を協議会等
の場を通じて都道府県に共有。 
○既存システムの改修に合わせて、順次スネークラ
インの公表等を実施。 
 
※スネークライン図は、縦軸を短期の降雨を表す指
標の「６０分間雨量」、横軸を長期の降雨を表す指標
の「累加雨量指数」として、土砂災害発生の危険度
を雨の降り始めから現在、そして３時間後の予測ま
での折れ線グラフで表したものです。この折れ線は、
その変化の様子が蛇の動きに似ていることから「ス
ネークライン」と呼ばれています。 

 

令和 2年度 堺市、八尾市、
柏原市、羽曳
野市、大阪府 

・簡易水位計、量水標、CCTV カメラの
設置 S 

引き続き実施 大和川右岸水
防事務組合、
近畿地整 
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３）「２.（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への 
取り組み」 

主な取組項目 

課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■水防活動の強化に関する事項 
・水防団(消防団含む)との情報伝達
訓練の実施 
 
 
 
 

O 
P 
Q 

 
引き続き実施 

 
 
８市、大和川
右岸水防事務
組合、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 

・水防団員や消防団員・水防協力団
体の募集・指定を促進 
 

R 

引き続き実施 
 

大阪市、八尾
市、松原市、
柏原市、羽曳
野市、藤井寺
市、東大阪市、
大和川右岸水
防事務組合 

・関係機関が連携した実働水防訓練
の実施（水防資材の点検管理含
む） 

O 
P 
Q 

引き続き実施 協議会全体 

・浸水時においても災害対応を継続
するための庁舎等施設の整備（自
家発電装置等の耐水化など） 

M 

引き続き実施 大阪市、八尾
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、東大
阪市、大阪府、
近畿地整、大
和川右岸水防
事務組合 
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主な取組項目 

課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■水防活動支援のための情報公開、
情報共有に関する事項 

・重要水防箇所の情報共有と関係市
等との共同点検の実施 
 
 
 

O 

 
 
引き続き実施 
 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、大和
川右岸水防事
務組合、大阪
府、大阪管区
気象台、近畿
地整 

■防災気象情報の改善に関する 
事項 
・メッシュ情報の充実（さまざまな
地理情報との重ね合わせ 等）・
利活用の促進 
 
・警報等における危険度を色分け表
示（分かりやすい表示） 

F 

 
 
平成 29 年度 
 
 
 
平成 29 年度 

 
 
大阪管区気象
台 
 
 
大阪管区気象
台 
 

■危機管理型ハード対策に関する 
事項 
・堤防天端の保護 
 
・裏法尻の補強 

V 

 
 
令和 2年度 
 
令和 2年度 
 

 
 
 
近畿地整 
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４）「３.（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害
に強い都市の再構築のための取り組み 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■排水活動及び施設運用の強化に関
する取組事項 

・大規模水害を想定した既存排水施設
等の活用方法及び排水ポンプ車の
設置箇所等、排水に関する検討 

T 
U 

 
 
平成 29 年度
から実施 
 

 
 
８市、大阪
府、近畿地整 

・排水に関する訓練の実施 

T 

平成 30 年度
から実施 

大阪市、堺
市、松原市、
柏原市、羽曳
野市、藤井寺
市、大阪府、
近畿地整 
 

・排水設備の耐水性の強化 
 
【下水道・国管理河川】 
○浸水による機能停止リスクが高い箇所におい
て、リスク低減策の検討や復旧資材の確保に着手。
○2018 年の緊急点検を踏まえ、浸水による機能停
止リスクが高い下水道施設、河川の排水機場につ
いて、排水機能停止リスク低減策を概ね完了。 

U 

令和 2年度 大阪市、堺
市、松原市、
柏原市、羽曳
野市、藤井寺
市、東大阪市 

・大規模工場等への浸水リスクの説明
と水害対策等の啓発活動 N 

平成 29 年度 堺市、八尾
市、東大阪市 
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７．フォローアップ 
各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画等に
反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組
むこととする。 
 
原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に
応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を
通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととする。 
 
なお、本協議会は今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の
動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 
 
 

 

 

（附則） 
本取組方針は、平成 28 年 8 月 25 日に策定 
令和 2 年７月 30 日  平成 31 年 1 月 29 日付「緊急行動計画の改定」の反映

に伴う改定 
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協議会進捗状況の見える化 

 

 

令和 2年 3月 現在 
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概ね５年で実施する取組 
氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意
識社会」を再構築することを目的に、各参加機関が取り組む主な内容（取組項
目・目標時期・取組機関）は次のとおりである。 
 
１）洪水を河川内で安全に流す対策 
 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 
取組機
関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

■洪水を河川内で安全に流
す対策に関する事項 
・遠里小野地区の堤防整備 
 
・長吉川辺地区の侵食対策 
・太田地区の侵食対策 
・国分市場地区の堤防整備 
 

V 

 
 
令和 3 年度以
降 
令和 2年度 
令和 2年度 
平成 28 年度 

 
 
 
近畿地
整 

 
 
0/1 
 
0/1 
0/1 
0/1 

 
 
0/1 
 
0/1 
0/1 
1/1 

 
 
0/1 
 
0/1 
0/1 
1/1 

※1/1 の取組については、鋭意事業進捗中 
 
 
８ 市：大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大

阪市を示す 
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２）「1.（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動の

ための取り組み」 
 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

■避難勧告等の発
令に着目したタ
イムラインの作
成・更新・活用に
関する事項 

・避難勧告等の発令
基準の設定 
 
・避難勧告等の発令
基準の周知 
（HP での公開等） 
 

B 

 
 
 
 
 
引き続
き実施 
 
平成 28
年度 

 
 
 
 
 
８市 
 
 
大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市 
 

 
 
 
 
 
8/8 
 
 
7/7 

 
 
 
 
 
8/8 
 
 
7/7 

 
 
 
 
 
8/8 
 
 
7/7 

・避難勧告等の発令
に着目したタイム
ラインの作成・更新 
 
・タイムラインの作
成・更新支援 

C 

引き続
き実施 
 
 
引き続
き実施 

８市 
 
 
 
大阪府、大阪
管区気象台、
近畿地整 
 

8/8 
 
 
 
3/3 

8/8 
 
 
 
3/3 

8/8 
 
 
 
3/3 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

・タイムラインに基
づく訓練の実施 

C 
G 
I 
M 

平成 29
年度 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、大阪
府、大阪管区
気象台、近畿
地整 
 

0/10 10/10 10/10 

■ハザードマップ
の作成・周知等に
関する事項 
・想定最大外力を対
象とした浸水想
定 区 域 図 の 策
定・公表（5/31
公表） 

 
・想定最大外力を対
象とした氾濫シ
ミュレーション
の公表 
 

A 

 
 
 
平成 28
年度 
 
 
 
 
平成 28
年度 
 

 
 
 
近畿地整 
 
 
 
 
 
近畿地整 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
0/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
1/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
1/1 

・広域避難に向けた
調整及び検討 
 
 
 

E 

平成 29
年度 
 
 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、東大
阪市 
 

6/7 
（勉強会

を実施） 

0/8 
（具体の

検討が未

実施） 

1/8 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

・広域避難を考慮し
たハザードマッ
プへの更新・周知 

 

D 
E 
I 

令和 2
年度 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市 

0/7 0/7 0/7 

・まるごとまちごと
ハザードマップ
の整備・更新・周
知（訓練への活
用） 

 
 

 
K 

令和 2
年度 
 

大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、近畿
地整 

5/7 6/8 6/8 

・避難場所並びに避
難経路の指定・更
新及び周知 

 
 
 

D 

引き続
き実施 

８市 8/8 8/8 8/8 

・要配慮者利用施設
の避難計画作成
の促進および避
難訓練の促進支
援 

G 
H 

平成 29
年度 

８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整、 
 
 

4/9 3/11 
（全施設

での計画

作成・避

難訓練は

途上） 

3/11 

■防災教育や防災
知識の普及に関
する事項 

・小中学校や地域を
対象とした水災
害教育の実施 

A F 
B H 
C J 
L 

 
 
 
引き続
き実施 
 

 
 
 
８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 

 
 
 
11/11 

 
 
 
11/11 

 
 
 
11/11 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

・水災害意識啓発の
広報 
 
 
 

A H 
B L 

引き続
き実施 
 

８市、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 

11/11 11/11 11/11 

■避難行動のため
のリアルタイム
情報発信等に関
する事項 

・同報系防災行政無
線等の整備 

F 

 
 
 
 
引き続
き実施 

 
 
 
 
８市 

 
 
 
 
8/8 

 
 
 
 
8/8 

 
 
 
 
8/8 

・避難行動の判断に
必要な河川水位
に関する情報提
供（必要箇所の拡
大、大和川水位情
報提供サイトの
リンク貼付等） 
 

S 

引き続
き実施 

８市、大和川
右岸水防事務
組合、大阪府、
近畿地整 

11/11 11/11 11/11 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

・メール情報配信シ
ステムの構築、利
用登録促進 
 
 
・スマートフォン等
を活用したリア
ルタイムの情報
提供ならびにプ
ッシュ型情報発
信のための整備 

F 

引き続
き実施 
 
 
 
引き続
き実施 
 
 

松原市、羽曳
野市 
 
 
近畿地整 
 
 
 

8/8 
 
 
 
 
0/1 

1/2 
（大阪府

のシステ

ム活用） 

 
1/1 

2/2 
 
 
 
 
1/1 

・洪水予報文の改良
と運用 
 

C 
F 

引き続
き実施 

大阪管区気象
台、近畿地整 
 

2/2 2/2 2/2 

・簡易水位計、量水
標、CCTV カメラの
設置 
 

S 

引き続
き実施 

近畿地整、大
和川右岸水防
事務組合 

1/1 2/2 
 

2/2 
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３）「２.（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への 

取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

■水防活動の強化
に関する事項 

・水防団(消防団含
む)との情報伝
達訓練の実施 
 
 
 
 

O 
P 
Q 

 
 
引き続
き実施 

 
 
８市、大和川
右岸水防事務
組合、大阪府、
大阪管区気象
台、近畿地整 
 

 
 
10/10 

 
 
10/10 

 
 
11/12 
 

・水防団員や消防
団員・水防協力
団体の募集・指
定を促進 
 R 

引き続
き実施 
 

大阪市、八尾
市、松原市、
羽曳野市、柏
原市、藤井寺
市、東大阪市、
大和川右岸水
防事務組合 
 
 

6/6 6/6 8/8 
 

・関係機関が連携
した実働水防訓
練の実施（水防
資材の点検管理
含む） 
 
 
 
 

O 
P 
Q 

引き続
き実施 

協議会全体 12/12 12/12 12/12 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

・浸水時において
も災害対応を継
続するための庁
舎等施設の整備
（自家発電装置
等の耐水化な
ど） 

M 

引き続
き実施 

大阪市、八尾
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、東大
阪市、大阪府、
近畿地整、大
和川右岸水防
事務組合 

4/4 6/8 
（対象施

設、耐水

化状況の

更新） 

7/9 
 

■水防活動支援の
ための情報公
開、情報共有に
関する事項 
・重要水防箇所の
情報共有と関係
市等との共同点
検の実施 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 
引き続
き実施 
 

 
 
 
 
大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、大和
川右岸水防事
務組合、大阪
府、大阪管区
気象台、近畿
地整 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9/10 

 
 
 
 
11/11 
 

 
 
 
 
11/11 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

■防災気象情報の
改善に関する事
項 
・メッシュ情報の
充実(さまざま
な地理情報との
重 ね 合 わ せ 
等)・利活用の促
進 
・警報等における
危険度を色分け
表示（分かりや
すい表示） 

F 

 
 
 
平成 29
年度 
 
 
 
 
平成 29
年度 

 
 
 
大阪管区気象
台 
 
 
 
 
大阪管区気象
台 
 

 
 
 
0/1 
 
 
 
 
 
0/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
1/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
1/1 

■危機管理型ハー
ド対策に関する
事項 
・堤防天端の保護 
 
 
 
 
 
・裏法尻の補強 

V 

 
 
 
令和 2
年度 
 
 
 
 
令和 2
年度 
 

 
 
 
近畿地整 
 
 
 
 
 
近畿地整 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
0/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
0/1 

 
 
 
1/1 
 
 
 
 
 
0/1 
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４）「３.（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強

い都市の再構築のための取り組み 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時
期 

取組機関 

協議会
立ち上
げ当初 
(H28.8) 

担当者
会議 
(R2.2) 

会議後
のアン
ケート
結果反
映 
(R2.3) 

■排水活動及び施
設運用の強化に
関する取組事項 
・大規模水害を想
定した既存排水
施設等の活用方
法及び排水ポン
プ車の設置箇所
等、排水に関す
る検討 

T 
U 

 
 
 
平成 29
年度か
ら実施 
 

 
 
 
大阪市、堺市、
八尾市、松原
市、柏原市、
羽曳野市、藤
井寺市、東大
阪市、大阪府、
近畿地整 

 
 
 
0/9 

 
 
 
2/10 
 

 
 
 
3/10 
 

・排水に関する訓
練の実施 

T 

平成 30
年度か
ら実施 

大阪市、堺市、
松原市、柏原
市、羽曳野市、
藤井寺市、大
阪府、近畿地
整 

0/9 1/9 
 

0/8 
 

・大規模工場等への
浸水リスクの説
明と水害対策等
の啓発活動 

N 

平成 29
年度 

堺市、八尾市、
東大阪市 

2/6 2/3 
（対象施

設の有無

確認によ

る更新） 

1/3 
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令和元年度 機関ごとの具体的な取組 
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取組機関名 大阪市

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 自主防災組織(地域)と連携した避難訓練と防災学習等の実施

○日時・場所・取組内容
平成31年５月18日（土）住之江区安立地域
場所：大阪市立安立小学校（大阪市住之江区住之江１） 対象：安立小学校区地域住民

【取組内容】
• 大和川氾濫に伴う、地域住民の避難訓練等及び防災学習を実施
• 訓練では、避難所の開設、一時避難場所から避難所への移動、避難者の受付、安否確認等を実施
• 防災学習では、近年の水災害事例を踏まえ、河川氾濫等の水害に対して適切な避難行動がとれるよう、改めて平時

の取組み（避難場所・避難ルートの確認、非常持ち出し品の準備、安否確認方法の確認（緊急連絡カード等）の重要
性を、また、災害時における気象情報の入手方法、区役所(大阪市)からの情報連絡(避難勧告含む)についての講義
を実施

【参考】
• 大和川の洪水氾濫により、大阪市域においては、住之江区を含め11区について、避難勧告等を発令することとしてお

り、住之江区以外の区役所においても自主防災組織と連携し、同様の訓練・防災学習を実施しています。
（平成31年度実績：47回）

○取組時の様子

○参加者の声

• 市民が防災に関する知識の必要性を一人でも多くの方々に知っていただく事の大切さを感じました。
• 毎年続けていくことが大切だと思います。
• 自助、共助、公助のうち、やはり自分の身は自分で守らねばと思う。弱者に対する共助は訓練等で継続していき
たい。

• 子ども達に対する教育並びに訓練が不可欠だと思います。
• 災害時対策を行うには、日頃のコミュニケーションが一番大事と思います。

大阪市の取組状況
（地域住民の避難訓練及び防災学習）

垂直避難訓練 避難(一時避難場所)訓練 防災学習

安否確認 避難者受付 非常用トイレ啓発

(案)
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堺市の取組状況

（部局間連携の強化及び各区における関係機関との連携強化によるタイムラインの更新）

取組機関名 堺市（建設局、建築都市局、消防局、産業振興局(農政部)、上下水道局、区役所、危機管理室）
堺市を所管する警察署

具体的取組 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項

主な内容 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新

○専門部会及びワーキンググループでの取り組み

○目的と概要
平成２９年の台風２１号及び平成３０年の台風２１号のほか、他都市での自然災害対応に関する検証
報告等を踏まえると、災害時における対応は平常時実施する業務と異なり、経験ない対応を様々な部局
で横断的に解決していく必要があることから、防災対策推進本部会議幹事会の下に風水害水防対策専門
部会を設置し、庁内横断的な災害対応体制をあらかじめ確保するとともに、課題への対応を検討した。

また、平成３０年から実施し、警察機関も参画する風水害ワーキンググループを各区ごとに実施してい
くこととし、各区の災害対応体制の強化を図った。

庁内横断的な災害対応体制
・様々な部局に関わる課題対策の検討
・関係部局による平常時からの情報共有

風水害
ワーキンググループ
令和元年５月８日

・近年の気象災害と防災気象情報
・本庁及び各区のタイムラインの報告
・令和元年における防災対策

風水害水防対策専門部会
令和元年１０月３０日

・過去の風水害対応を踏まえた課題整理
・風水害ワーキンググループ及び浸水害対応活動指針の活用方法の確認と検討

風水害水防対策専門部会
令和２年２月４日

・風水害に備えた有効な広報・周知方法や活動の検討
（各種ハザードマップの整理、周知方法など）
・災害の未然防止のための定期パトロールの検討

風水害
ワーキンググループ
令和２年２月１０日

・新たな浸水想定について
・各区役所を起点としてワーキンググループの実施
・次年度の出水期に向けた検討及びタイムラインへの反映

風水害
水防対策
専門部会

風水害
ワーキング
グループ

各区における災害対応体制
・各区タイムラインの作成・更新
・関係機関との連携
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八尾市の取組状況
（八尾市総合防災訓練）

取組機関名

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 地域住民の避難訓練、避難所体験、大和川に関する講演、八尾市職員の参集・災害対策本部設置訓練
など

・大和川の氾濫に関しては全く知識がなく、被害予想の範囲に驚いた。

・今後は氾濫した際の想定も行いつつ避難所への経路を考慮すべきだと考えた。

・自分の生活している場所をハザードマップなどで確認しておくことが重要であると認識できた。

・災害に応じて避難場所を選ぶことも大切であると感じた。

・大和川の付け替えの歴史的な背景や、川の特徴などの説明がありよかった。

・河川のリアルタイムの情報を国土交通省の川の防災情報やテレビでのdボタンを活用し、取得できることがわかった。

・河岸浸食による家屋倒壊等氾濫想定区域に指定避難所があるが、大和川決壊を想定した場合どう動いたらよいのか？

○総合防災訓練の様子

○日時・概要
○ 日時：令和２年１月１８日（土） ７：００～１２：００（住民避難訓練は９：００～）
○ 会場：八尾市役所、八尾市立大正小学校等
○ 概要：令和２年１月１８日（土）に令和元年度八尾市総合防災訓練を開催しました。災害時における防災関係機
関の相互協力体制の確立及び市民の防災意識の高揚を図ることを目的としています。地域住民の避難訓練、避難所
体験等の実働訓練、また大和川に関する講演を行い、地域住民に対して大和川の形状、水位情報の取得方法、水位
に伴った避難勧告等の基準について理解を深めてもらいました。
また、大正小学校のグラウンドにペット避難ブースも設け、ペット同行での避難訓練も行われ、併せてペット同行
避難等の啓発ブースを設置しました。訓練には、職員・大正地区の住民合わせて約９００名が参加しました。

ペット同行避難啓発ブース

大和川に関する講演状況

大和川に関する講演会開演

○参加者のコメント

八尾市、八尾市社会福祉協議会
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取組機関名 松原市

具体的取組 出前講座

主な内容 総合防災ガイドマップの理解促進

●取組機関 松原市危機管理課
●参加人数 ５０人
●開催頻度 出前講座申込により随時
●取組概要 住⺠の防災意識⾼揚を図ることを目的
●取組背景 浸水被害軽減のため
●取組のねらい 総合防災ガイドマップの周知による自助の促進
●取組の工夫点 個別に自身の地区の浸水深、避難所等を説明

松原市の取組状況
（出前講座）
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取組機関名 松原市

具体的取組

主な内容

●取組機関 近畿地⽅整備局⼤和川河川事務所、⼤阪府富⽥林
⼟⽊事務所、松原市危機管理課

●参加施設数 30施設
●取組概要 要配慮者利⽤施設における避難確保計画作成⽀援
●取組背景 避難確保計画の策定率を向上させるため
●取組の工夫点 「ワールドカフェ⽅式」で1テーブル4 5人で

意⾒交換などを⾏い、計画作成上の問題点や課題、
良い取組等を共有。
また、講習会終了後に相談窓⼝を設置。

松原市の取組状況
（講習会プロジェクト）

要配慮者利用施設の避難確保計画作成に係る講習会

要配慮者利用施設の避難確保計画を作成するためのポイントの抽出
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柏原市の取組状況
（水災害教育の実施）

取組機関名 柏原市、柏原市消防団、柏原羽曳野藤井寺消防組合

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項、ハザードマップの作成・周知等に関する事項

主な内容 自主防災組織の防災訓練（防災について講話・ハザードマップ解説・図上訓練）

○概 要

【日 時】令和元年5月19日（日）9:00～12:00
【場 所】本郷会館 旧館
【主 催】自主防災組織
【参加者】本郷区住民 約50名
【概 要】
①消防職員による平成30年7月豪雨災害に関する講話
②市長による本郷地区防災に関する講話
③市職員によるハザードマップ解説、警戒レベル及び避難情報の説明
④大和川水害を想定した図上訓練

○訓練の様子

６つの班に別れて、大和川水害を想定した図上訓練

消防職員による講話

○効果・課題等

○平成30年７月豪雨災害での、消防職員の現地での救出活動等の話や映像を通して、被災地の状況をイメージすることが
できた。また、ハザードマップ解説により、本郷地区が大和川の浸水想定区域内にあること等、どのような災害リスクを抱えて
いるか、理解いただけた。図上訓練では、住宅地図を広げ、避難経路、危険箇所、要援護者世帯の確認等を行い、活発な意
見交換が行われ、情報の集約と共有が図られた。

○今回のような地域主体の防災訓練が、今後も継続して実施されるよう、支援をしていく必要がある。

市長による講話 ハザードマップ解説

参考3-7



羽曳野市の取組状況①
（防災講演会）

取組機関名 羽曳野市

具体的取組 防災啓発活動

主な内容 防災講演会の開催

①令和元年度羽曳野市防災講演会を開催

〇日時 令和元年10月26日（土） 14：00

〇場所 羽曳野市立高鷲南中学校

〇参加者 約100名

〇内容等 「地域防災力を高める～東日本大震災あの日あの時～」というテーマ
に、東日本大震災での避難所運営など実体験をもとにした講演

・講演会の様子

〇感想等
・わかりやすく、身近な事柄を例に話して頂いたのでよかった
・地域と家庭でそれぞれに防災対策を考えておくことの大切さを理解できた
・実際に被害に合った人の話を聞いて役に立つ防災の講演会でした
・実際の訓練の必要性を感じた
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藤井寺市の取組状況
（水災害意識の啓発）

取組機関名 藤井寺市

具体的取組 ハザードマップの作成・周知等に関する事項、防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 「警戒レベルを用いた避難情報の発令」など新たな防災情報の周知／防災意識高揚のための啓発

○概 要

今年度より「警戒レベル」を⽤いて避難情報を発令することとなったことを踏まえ、市広報紙・市ホーム
ページ・市facebook等で周知を図るとともに、市⺠⼀人ひとりが防災情報を正しく理解し、有効に活⽤し
ていただけるよう、「警戒レベルの運⽤開始」を含めた防災気象情報の利活⽤について、各自主防災組織
が実施する防災講習会や防災出前講座等の機会を通じて、普及啓発を随時実施しています。

避難行動について 避難情報の伝達方法について

広報     （令和元年6月号）【防災特集】

○効果・課題等

○本市では、市域の多くが⼤和川又は石川の浸水想定区域内であることから、水害への備えが非常に重要となる。
⼟砂災害、津波、⾼潮などの災害リスクが無い分、市⺠の災害に対する意識は低い状況であったが、近年全国的に
頻発している水害を踏まえ、市⺠の防災に関する意識は⾼まってきている。講習会においては、防災について理解
を深めていただけた点では効果があったと言える。

○水害のリスクを抱える地域であっても、なかなか自主防災組織化が進まない地区もあり、共助の重要性の普及・
啓発にも引き続き努め、地域における防災活動がより⼀層充実するよう、更なる⽀援が必要である。
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東大阪市の取組状況
（要配慮者利用施設に向けた水害時の行動に関する講習会の開催）

取組機関名 東大阪市

具体的取組 ハザードマップの作成・周知等に関する事項

主な内容 要配慮者利用施設の職員を対象とした水害時の行動に関する講習会の開催

○概 要
令和元年１１月に、平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）の際の、真備町における被害及び留守家
庭児童育成クラブの活動紹介について、実際に経験した真備町の当クラブの方からの講演とその
後のパネルディスカッションにより、水害時の避難行動の理解を深めるため講習会を開催しまし
た。
東大阪市からは講習会に参加された要配慮者利用施設の職員に対して、ハザードマップや水害時
の避難行動の説明並びに利用者の安全確保のため避難確保計画の作成についての説明も行い、併
せて避難確保計画に記載する項目についても解説しました。
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大阪府の取組状況
（おおさかタイムライン防災プロジェクト）

取組機関名 大阪府

具体的取組 おおさかタイムライン防災プロジェクトに関する事項

主な内容 タイムラインの実運用と改善の取り組み

○概要

■タイムラインの実運用と改善の取り組み

• １２月5日（木）に、令和元年の台風対応（第３号、第10号、第19号）
を踏まえて、『寝屋川流域大規模水害タイムライン』のふりかえりワー
キングを開催。

• 参画機関が集まり、タイムラインを発動した際の実際の防災行動につい
て、検証を行い、あらたな課題抽出と改善策の検討を実施。

《主な意見》◎効果 ●改善点など
◎鉄道の計画運休の情報共有が、体制構築の検討

に役立った。
◎ステージに応じた組織態勢を準備したことで、

参集や体制構築が円滑であった。
●「災害モード宣言」をタイムラインに組み込む
●大和川・淀川のタイムラインの必要性 など

タイムラインは
策定して終わりではない

• 完成したタイムラインの「実運用」と「改善」
を継続的に繰り返し、スパイラルアップしなが
ら最善の防災行動に繋げていく。

グループワークの様子

■台風第 10号（令和元年8月15-16⽇）
【水位】
寝屋川流域洪水予報
16⽇０時  氾濫注意情報 発表
 住道 避難判断水位に到達
・寝屋川治水緑地、太子橋、
昭明橋 氾濫注意水位 到達

16⽇３時  氾濫注意情報解除 

【貯留施設】貯留実績
北部地下河川 198千トン(99%)
仁和寺調節池 10千トン(66%)
門真南調節池 26千トン(77%)
⻄郷通調節池 16千トン(45%)
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大阪府の取組状況
（おおさかタイムライン防災プロジェクト）

取組機関名 大阪府

具体的取組 おおさかタイムライン防災プロジェクトに関する事項

主な内容 タイムライン策定状況と支援の取り組み

○概要

タイムライン策定状況と支援の取り組み

策定状況
勉強会の開催、タイムライン策定の手引き
や、リーフレット等を活用いただき、タイ
ムラインを検討する市町村や団体を支援。

支援の取り組み

豊能地域でのﾀｲﾑﾗｲﾝ勉強会

ﾀｲﾑﾗｲﾝ策定の手引き ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾀｲﾑﾗｲﾝのﾘｰﾌﾚｯﾄ

広域タイムラ
インが４流域
で完成又は策
定中。

市町村タイム
ラインが22の
市町村で策定
済み。
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取組機関名 大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 「危険度分布」やハザードマップ等の一覧性の改善

大阪管区気象台の取組状況①
「危険度分布」やハザードマップ等の一覧性の改善

防災気象情報の伝え方に関する検討会」（事務局：気象庁、国土交通省水管理・国土保全局、
国土交通省砂防部）において、リアルタイムの大雨の危険度と併せ、自分が住んでいる場所の
危険性も同時に確認できるよう、「危険度分布」とリスク情報を重ね合わせて表示する方向性が
提示。 住民の自主的な避難の判断や、市町村のより適切な避難情報の発令につながること
を期待。
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取組機関名 大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 「危険度分布」の通知サービス

大阪管区気象台の取組状況②
「危険度分布」の通知サービス

通知サービスでは、ユーザーが登録した地域の危険度が上昇したとき等に、スマートフォンのア
プリやメール等でプッシュでお知らせ。 土砂災害や洪水災害等から避難が必要な状況となって
いることにすぐに気付くことができるようになり、自主的な避難の判断に活用していただくことが期
待される。
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大和川河川事務所の取組状況
（重要水防箇所合同巡視）

取組機関名 大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、藤井寺市、大和川右岸水防事務組合、大阪府、
大阪管区気象台、近畿地整（大和川河川事務所）

具体的取組 水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項

主な内容 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施

○参加機関からの感想
○他市域を合同巡視することで、他市の水防情報や水防団による水防活動なども情報共有ができるので、今後の水
防活動に役立てていきたいと思います。
○H29年の台風21号における被害や河川水位の状況を知ることができ、自市に存在する河川の巡視だけでは知る事
ができなかったことがあり大変参考になりました。
○重要水防箇所の基準に照らし合わせて、堤防高・断面などの状況を実際に視察でき、危険性などを学べて良かっ
た。

○巡視の様子

○日時・参加機関
大阪府
12月16日(月) 柏原市、松原市、藤井寺市、八尾市、大和川右岸水防事務組合、大阪府、大阪管区気象台
12月17日(火) 松原市、大阪市、堺市、大和川右岸水防事務組合、大阪管区気象台

奈良県
12月19日(木) 三郷町、斑鳩町、奈良県、奈良県郡山土木事務所、奈良地方気象台
12月20日(金) 安堵町、大和郡山市、奈良県、奈良県奈良土木事務所、奈良県郡山土木事務所
12月23日(月) 河合町、広陵町、三宅町、川西町、奈良県、奈良県高田土木事務所
12月25日(水) 王寺町、奈良県、奈良県高田土木事務所
大和川河川事務所を含め 21機関 延べ人数100名で実施しました。

・場所：大和川下流（大阪府域）
・概要：大和川において迅速かつ的確な水防活動に資するために、水防事務組合・大和川沿川自治体・大和川河川
事務所が合同で、重要水防箇所や、水防備蓄資材の状況を巡視しました。重要水防箇所評定基準の見方、洪水時の
注意点を踏まえて、現地の状況を確認しました。

柏原市上市地先 松原市天美北地先 堺市堺区浅香山地先

三郷町勢野西地先 広陵町菅野地先 三宅町小柳地先

奈良県

大阪府

八尾市若林地先

安堵町笠目地先
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大和川河川事務所の取組状況
（近畿地方整備局河川部と大和川河川事務所で水防演習を開催）

大和川河川事務所

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 関係機関が連携した実働水防訓練の実施

○参加者の声

○土のう積が想像以上に大変であることを身をもって知った。
○普段の業務で経験することがないので、良い経験になった。
○出前講座等で一般住民への説明に活かせると思った。
○技術の伝承と学んだ技術を忘れないため日々の訓練が大事と感じた。

○講習の様子

○概要

取組機関名

■日 時 ： 令和元年8月28日（木）13：30～17：00
■場 所 ： 大和川河川事務所 堺出張所
■参加者 ： 41名 水防技術専門家1名、近畿河川技術伝承会2名、

河川部20名、大和川河川事務所18名
（夏期研修生2名含む）

■概 要 ：
職員を受講対象として、水防の基礎知識、実際の水防工法を体験し、水防活動の概要を理

解することを目的とし、水防技術専門家 永氏と近畿河川技術伝承会の方々を講師に迎え、
実習を行いました。

水防活動の意義・位置付け、水防工法の事例等を学んだ後、実際に土のうを作成し、積土
のう工・釡段工を作成し水防への理解を深めました。

↓座学の様子

↓土のうの作り方を学びます。

講師

講師

↓積土のう工：すべり防止に土を撒きます。 ↓積土のう工：タコ槌で突き固めます。

↓釡段工を作ります。 ↓釡段工が完成しました。

位置図

堺出張所
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災害に対する国土地理院の取組 
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令和元年度の気象情報改善と 

令和２年度の主な予定 
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